
これは犯罪です!!

岐阜県警察

携帯電話販売店

ＳＮＳや友人の紹介等で
「携帯電話を契約して渡せば
お金を支払います」に応募。

詐欺になります！

日本で暮らす外国人のみなさん、知っていますか？

警察相談
専用電話
＃９１１０

困った時は一人で悩まず、家族や友人、
最寄りの警察署へ相談してください。

他人に渡すために携帯電話を契約することは、
携帯電話会社に対する

さらに、
携帯電話の本体料金や通話料金は、

すべて自分に請求されます！

～携帯電話不正契約～
携帯契約代行

携帯電話の料金はすべて
キャッシュバックします

自分の名義で
複数台の携帯電話を購入。

契約した携帯電話を渡して
お金をもらう。

携帯電話の料金を請求される。
キャッシュバックされるはずが、
連絡がとれなくなる。

「あっ騙された！」
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